
平塚高村団地再生事業区域の北街区における今後の進め方について 

 

１ 「地域住宅団地再生事業」活用に係る国（国土交通省）同意までの流れ 

【協議会、計画及び各団体の相関図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 令和５年度以降の北街区における事業者公募を目指す 

 

２ 地域再生協議会の位置づけ 

【地域再生協議会のイメージ図（設置期間：令和 5年 1月から令和 10年 3月まで）】 

 

 

 

⇒令和 5年 6月中 ⑤ 

⇒令和 5年 7月 ⑥ 

地域再生計画 

地域住宅団地再生事業計画 
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へ意見 

⇒令和 5年 1月 25日 ① 

⇒令和 5年 3月 30日 ③ 

⇒令和 5年 6月まで ④ 

⇒令和 5年 1月 26日設置 ②  

資料２ 


